
品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付要綱 

制定 平成３０年３月２２日  区長決定  要綱第４８号 

改正 令和３年８月６日  部長決定  要綱第２７９号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、品川区内の認可保育所等の設置者に対し、開設後家賃の一部について補助金

を交付することにより、認可保育所等の経営の安定化を図り、もって、児童を安心して育てるこ

とができる環境整備を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 （１）認可保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規定による認可

を受けて設置する同法第３９条第１項に規定する保育所（保育所である認定こども園を除

く。）をいう。 

 （２）認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園ならびに東京

都認定こども園の認定要件に関する条例（平成１８年東京都条例第１７４号）第３条第２号

に規定する保育所型認定こども園および同条第３号に規定する地方裁量型認定こども園を

いう。 

 （３）家庭的保育事業 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業をいう。 

 （４）小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業をいう。 

 （５）認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日付１２福子推第１１５

７号）に規定する東京都認証保育所をいう。 

 （６）認可保育所等 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業および認証

保育所をいう。 

 （７）開設後家賃 認可保育所等が開設した日（以下「開設日」という。）以後に係る建物賃借

料（礼金、敷金および共益費を含まない。）をいう。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、認可保育所等の開設後家賃とする。 

 （補助金の交付額等） 

第４条 補助金の交付額は、別表に定める認可保育所等の開設日から経過した年数（以下「経過年

数」という。）に応じ、それぞれ同表補助基準額の欄に定める額に同表補助率の欄に定める割合

を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てるものとする。）とし、月毎に交付するものとす

る。

２ 前項の経過年数の起算について、次の各号に掲げる施設にあっては、それぞれ当該各号に定め



る日を開設日とする。 

 （１）家庭的保育事業および小規模保育事業 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第４３条第１項の規定に基づき区長が確認を行った日 

 （２）認可保育所等であって、定員の増および所在地の移転を伴い他の施設区分の認可保育所等

に移行をしたもの 当該移行をした日 

 （３）認可保育所等であって、定員の増および所在地の移転を伴わずに他の施設区分の認可保育

所等に移行をしたもの 当該移行をする前の認可保育所等の開設日 

 （補助金の交付申請） 

第５条 認可保育所等の設置者（以下「設置者」という。）は、補助金の交付を受けようとすると

きは、月毎に区長が別に定める期日までに、品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付申請書（第

１号様式）に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定等） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付するこ

とと決定したときは品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付決定通知書（第２号様式）によ

り、補助金を交付しないことと決定したときは品川区認可保育所等開設後家賃補助金不交付決

定通知書（第３号様式）により、速やかに当該申請を行った設置者に通知するものとする。 

 （事情変更による決定の取消し等） 

第７条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたとき

は、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または補助金の交付決定の内容もしくは

これに付した条件を変更することができるものとする。 

２ 区長は、前項の規定による取消しまたは変更を行ったときは、その内容を品川区認可保育所等

開設後家賃補助金交付決定取消・変更通知書（第４号様式）により、当該申請を行った設置者に

速やかに通知しなければならない。 

 （補助金の請求） 

第８条 第６条の規定による補助金の交付決定を受けた設置者（以下「補助事業者」という。）は、

品川区認可保育所等開設後家賃補助金請求書（第５号様式）により、速やかに補助金の支払を

請求しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第９条 区長は、前条の規定による請求があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めたときは、

当該請求に係る補助金を当該補助事業者に交付するものとする。 

 （決定の取消し） 

第１０条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

 （１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 



 （２）補助金を他の用途に使用したとき。 

 （３）補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこの要綱に違反したと

き。 

２ 前項の規定による取消しを行った場合における補助事業者への通知については、第７条第２項

の規定を準用する。 

（補助金の返還） 

第１１条 補助事業者は、区長が第７条第１項または前条第１項の規定による取消しを行った場合

において、補助金の交付決定の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき

は、当該取消しに係る部分の額を区長に返還しなければならない。 

（違約加算金および延滞金） 

第１２条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還（第７条第１項の規定による取消しに係

るものを除く。）を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日

数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額

を控除した額）につき年１０．９５％の割合で計算した違約加算金（１００円未満を除く。）を

納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５パーセ

ントの割合で計算した延滞金（１００円未満を除く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合と

する。 

（違約加算金の計算） 

第１３条 区長は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者

の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた

補助金の額に充てるものとする。 

（延滞金の計算） 

第１４条 区長は、第１２条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の

計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

（他の補助金等の一時停止） 

第１５条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金

または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助

金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金と未納付額と

を相殺するものとする。 

（書類の保存） 



第１６条 補助事業者は、開設後家賃に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにさせてお

くとともに、当該会計帳簿および補助金の交付に係る収支に関する書類を当該補助金の交付

を受けた日の属する会計年度の終了後５年間整理保存しなければならない。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１７条 補助事業者は、補助金の交付後に消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係

る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（以下「消費税仕入控除税額」という。）が確定

した場合は、品川区認可保育所等開設後家賃補助金消費税仕入控除税額報告書（第６号様式）に

より、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する

組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、

本所等（以下「本部等」という。）で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部

等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 

２ 区長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、消費税 

仕入控除税額に相当する額の全部または一部を区に納付させるものとする。 

３ 区長は、補助事業者が第１項の規定により付した条件に違反した場合において、必要があると

認めるときは、補助金の全部または一部を区に返還させるものとする。 

（準用） 

第１８条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、品川区補助金等交付規則（昭

和３９年品川区規則第４号）に定めるところによるものとする。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども未来部長が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

２ この要綱の適用前に品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱（平成２３年品川区要綱第１

３８号）および品川区家庭的保育事業等運営費等に関する要綱（平成２３年品川区要綱第７４号）

の規定に基づき行われた平成２９年４月以後の開設後家賃に係る申請、交付その他の手続は、こ

の要綱の相当規定に基づき行われた平成２９年４月以後の開設後家賃に係る申請、交付その他の

手続とみなす。 



別表（第４条関係） 

経過年数 対象施設 補助基準額 補助率 

開設後５年

以内 

認可保育所等 次に掲げる額を比較して、いずれか少ない額

（１）４５，０００，０００円（家庭的保育

事業および小規模保育事業にあっては、

２２，５００，０００円とする。）を各

年度における補助対象となる月数（以

下「補助対象月数」という。）で除して

得た額（小数点以下の端数は切り捨て

る。）。この場合において、補助対象月

数が１２に満たないときは、補助対象

月数を１２で除して得た割合を乗じて

算定する（１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てる。）。 

（２）開設後家賃の月額から次のアまたはイ

に掲げる区分に応じそれぞれ定める額

を減じた額 

  ア 認可保育所等（認証保育所を除

く。） 特定教育・保育、特別利用保

育、特別利用教育、特定地域型保育、

特別利用地域型保育、特定利用地域

型保育及び特例保育に要する費用の

額の算定に関する基準等（平成２７

年内閣府告示第４９号。以下「告示」

という。）第１条第５１号に規定する

賃借料加算が支払われている場合

は、当該賃借料加算の月額 

  イ 認証保育所 品川区認証保育所運

営費等助成要綱（平成１４年品川区

要綱第４２号。以下「助成要綱」と

いう。）別表第１運営費の表４の項に

規定する賃借料加算が支払われてい

る場合は、当該賃借料加算の月額 

８分の７ 

（ただし、平

成２８年１１

月１日から平

成２９年４月

１日までに開

設した認可保

育所等にあっ

ては、１６分

の１５） 

開設後６年

目以降 

開設後家賃の年

額が告示第１条

第５１号に規定

する賃借料加算

の年額の３倍を

次に掲げる額を比較して、いずれか少ない額

（１）２２，０００，０００円を補助対象月

数で除して得た額（小数点以下の端数

は切り捨てる。）。この場合において、

補助対象月数が１２に満たないとき

４分の３ 



超える認可保育

所等（認証保育

所にあっては、

助成要綱別表第

１運営費の表４

の項に規定する

賃借料加算の年

額に２を乗じて

得た額の３倍を

超える認証保育

所） 

は、補助対象月数を１２で除して得た

割合を乗じて算定する（１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。）。 

（２）開設後家賃の月額から次のアまたはイ

に掲げる区分に応じそれぞれ定める額

を減じた額。ただし、認定こども園の開

設後家賃の月額については、子ども・子

育て支援法第１９条第１項第２号また

は第３号に掲げる支給要件を満たし、同

法第２０条第１項の規定による区長の

認定を受けた児童の定員の数を認定こ

ども園全体の定員の数で除して得た割

合を乗じて算定する（小数点以下の端

数は切り捨てる。）。 

  ア 認可保育所等（認証保育所を除

く。） 告示第１条第５１号に規定す

る賃借料加算が支払われている場合

は、当該賃借料加算の月額 

  イ 認証保育所 助成要綱別表第１運

営費の表４の項に規定する賃借料加

算が支払われている場合は、当該賃

借料加算の月額 



第１号様式（第５条関係）

品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付申請書 

年  月  日

品川区長 あて

保育所名           

所在地                

設置者氏名           

設置者住所       

電話番号           

    年度  月分品川区認可保育所等開設後家賃補助金について、品川区認可保育所等開設

後家賃補助金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１． 交付申請額 金          円

２． 区分     認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業

小規模保育事業・認証保育所

３． 月額賃借料 金          円

４． 補助基準額 金          円

５． 賃借料加算 金          円

６． 添付書類 建物賃貸借契約書の写し



第２号様式（第６条関係） 

第     号 

   年  月  日 

品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付決定通知書 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

品川区長         印

品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付要綱第６条の規定に基づき、品川区認可保育所等開設

後家賃補助金を交付することと決定したので、下記のとおり通知します。（    年度  月分） 

記 

交付決定金額            円 

内訳 



第３号様式（第６条関係） 

第     号 

   年  月  日 

品川区認可保育所等開設後家賃補助金不交付決定通知書 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

品川区長         印

品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付要綱第６条の規定に基づき、品川区認可保育所等開設

後家賃補助金を交付しないことと決定したので、下記のとおり通知します。（    年度  月

分） 

記 

理由 



第４号様式（第７条関係） 

 第     号 

   年  月  日 

品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付決定取消・変更通知書 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

品川区長         印

    年  月  日付    第   号により通知しました、品川区認可保育所等開設

後家賃補助金の交付決定について、下記の理由により取消し・変更をしたので、品川区認可保育

所等開設後家賃補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、通知します。 

記 

１ 取消し・変更理由 



第５号様式（第８条関係） 

品川区認可保育所等開設後家賃補助金請求書 

金  額 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

件 名  品川区認可保育所等開設後家賃補助金について 

（    年度  月分） 

上記の金額を請求します。 

  年  月  日 

品川区長 あて 

所 在 地  

施 設 名  

請求者住所  

氏 名              



第６号様式（第１７条関係）

 年  月  日

品川区長 あて

設置者住所               

設置者名（法人名）           

施設・事業名             

（所在地             ） 

代表者氏名            

品川区認可保育所等開設後家賃補助金消費税仕入控除税額報告書

    年  月  日付    第   号により交付決定を受けた品川区認可保育所等開

設後家賃補助金のうち、品川区認可保育所等開設後家賃補助金交付要綱第１７条第１項の規定に基

づき、消費税および地方消費税の仕入控除税額を下記のとおり報告します。

記

１．確 定 申 告 年 月 日

２．決 算 期 間

３．消費税および地方消費税の申告の有無

４．仕入控除税額の計算方法

５．消費税および地方消費税

の 仕 入 控 除 税 額 金           円

※積算根拠となる資料を添付してください。


